
◎子ども・子育て支援法の一部を改正する法律 
（令和元年五月一七日法律第七号）   

一、提案理由（平成三一年三月一三日・衆議院内閣委員会） 

○宮腰国務大臣 ただいま議題となりました子ども・子育て支援法の一部を改正する法

律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 我が国における少子高齢化という国難に正面から取り組むため、消費税率の引上げに

よる財源を活用し、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、社会保障制度を

全世代型へと転換していくこととしております。 

 そうした中で、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性に鑑み、子育て

を行う家庭の経済的負担の軽減を図るという少子化対策の観点から、幼児教育、保育の

無償化の取組を加速することとしており、市町村の確認を受けた施設等の利用に関し、

新たな給付制度を創設する等の措置を講ずる必要があります。これが本法律案を提案す

る理由であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、子育てのための施設等利用給付を創設し、その支給に係る施設等として、子

どものための教育・保育給付の対象外の幼稚園、認可外保育施設等を市町村が確認する

ものとしております。 

 第二に、市町村が認定した三歳から五歳までの子供又はゼロ歳から二歳までの住民税

非課税世帯の子供が対象施設等を利用した際に要した費用について、その保護者に対し、

施設等利用費を支給するものとしております。 

 第三に、施設等利用費の支給に要する費用は、原則として、市町村が支弁することを

基本とし、国はその二分の一を、都道府県はその四分の一を負担するものとしておりま

す。なお、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村の負担相当分について、全額国

費で補填する措置を講ずるものとしております。 

 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、平成三十一年十月一日から施行するもの

としており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を

行うものとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成三一年四月九日） 

○牧原秀樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に

鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽

減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関

する給付制度を創設する等の措置を講ずるものでございます。 



 本案は、去る三月十二日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会においては、同月十三日宮腰国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、十

五日から質疑に入りました。二十六日に公益財団法人児童育成協会の視察を行い、翌二

十七日には参考人から意見を聴取いたしました。さらに、翌二十八日に文部科学委員会

及び厚生労働委員会との連合審査会を開会し、四月三日には安倍内閣総理大臣の出席を

求めて質疑を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・無所属フォーラム及び国民民主党・無所属ク

ラブより、待機児童に関する問題の早急な解消、児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準の見直し、保育等従業者の処遇の改善等の措置を講ずること及びこれらの措置が講

ぜられた結果として待機児童に関する問題が解消されるまでの間、無償化のための措置

の施行を延期すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしまし

た。 

 次いで、原案及び修正案について討論を行い、採決した結果、修正案は賛成少数をも

って否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三一年四月三日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切に対応すべきである。 

一 待機児童に関する問題の早急な解消、保育士の配置基準の改善その他の児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準の見直し等教育・保育その他の子ども・子育て支援の

量的拡充及び質の向上を図るための措置を講ずるとともに、これに必要な安定した財

源の確保に努めるものとすること。 

二 保育等従業者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、保育等従

業者の賃金その他の保育等従業者の処遇の改善について、速やかに、必要な措置を講

ずるものとすること。 

三 保育士及び保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない

ものについて職業紹介を行う体制の整備及び充実等教育・保育その他の子ども・子育

て支援に係る人材確保のための措置について、速やかに、検討を加え、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとすること。 

四 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付について、安定

した財源を確保しつつ、零歳から二歳までの保育の必要性がある子ども全てが対象と

なるよう検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 

五 本法の施行後五年を目途として行われる検討に際しては、幼稚園と類似の機能を有

する施設・事業であって学校教育法第四条第一項の規定による都道府県知事の認可を

受けていないものを子育てのための施設等利用給付の対象とすることを含め、検討を



行うこと。 

三、参議院内閣委員長報告（令和元年五月一〇日） 

○石井正弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要

性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担

の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用

に関する給付制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、文教科学委員会及び厚生労働委員会との連合審査会を行い、

参考人から意見を聴取したほか、内閣総理大臣の出席を求め、質疑を行いました。 

 委員会における主な質疑の内容は、幼児教育、保育の無償化の必要性及び効果、無償

化の対象者、対象施設等と食材料費の取扱い、五年間の経過措置期間において指導監督

基準に満たない認可外保育施設を無償化の対象とすることの妥当性及び経過措置の見直

しに係る検討の進め方、認可外保育施設に対する立入調査の実施及び保育の質の改善に

向けた指導の徹底、地方公共団体の負担軽減に資する国の支援、待機児童を解消するた

めの施策の在り方、保育士の確保に向けた処遇改善及び業務負担軽減の必要性、企業主

導型保育事業の実施体制の強化及び透明性の確保等でありますが、詳細は会議録によっ

て御承知願います。 

 質疑を終局した後、国民民主党・新緑風会の矢田理事より、国が定める基準を満たさ

ない認可外保育施設であっても届出があれば子育てのための施設等利用給付の対象施設

とみなす等の経過措置の期間を、施行後五年間から三年間に短縮すること等を内容とす

る修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、立憲民主党・民友会・希望の会の牧山委員より原

案に反対、公明党の竹内委員より原案に賛成、修正案に反対、日本共産党の田村委員よ

り原案及び修正案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をも

って原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年五月九日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 潜在的待機児童を含む待機児童の早急な解消、保育士の負担を軽減する配置基準の

改善その他の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の見直し等教育・保育その他

の子ども・子育て支援の量的拡充及び子どもの安全確保に係る質の向上を図るための

措置を講ずるとともに、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとすること。 

二 保育等従業者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、短時間労



働の非常勤職員を含めた保育等従業者の賃金その他の保育等従業者の処遇の改善につ

いて、速やかに、必要な措置を講ずるものとすること。 

三 保育士及び保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない

ものについて就職相談や職業紹介を行う体制の整備及び充実、処遇の改善、労働負荷

の軽減策等、教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための措置に

ついて、速やかに、検討を加え、その結果に基づいて予算の確保を含め所要の措置を

講ずるものとすること。 

四 保護者の負担が重く待機児童数が多い零歳から二歳までの保育については、子ども

のための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付について、安定した財源

を確保しつつ、保育の必要性がある子ども全てが対象となるよう検討を行い、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。特に待機児童問題が解消するまで

の間については、必要な子育て支援策を講ずること。 

五 認可外保育施設に対する国の指導監督基準に満たない認可外保育施設は、五年間に

わたり無償化の対象となるが、子どもの安全確保のため、特にベビーホテルに重点を

置いた定期的な巡回指導を確実に行うよう地方自治体を指導すること。 

六 幼児教育の無償化措置に便乗して、質の向上を伴わない保育料の引上げを計画して

いる私立幼稚園が多くあることは、幼児を持つ世帯の負担を軽減するという本法の趣

旨に反するものであり、関係団体を通じて便乗値上げをしないよう求めること。 

七 企業主導型保育事業者については保育の需給調整が必要なことから、市町村との連

携を強化する措置を講ずること。あわせて本年度の実施機関の公募・選定に当たって

は、全国の個別の保育事業所を確実に監査指導できる機関を選定するとともに、業務

の引継ぎ若しくは継続が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずること。 

八 本法の施行後五年を目途として行われる検討に際しては、幼稚園と類似の機能を有

する施設・事業であって学校教育法第四条第一項の規定による都道府県知事の認可を

受けていないものを子育てのための施設等利用給付の対象とすることを含め、検討を

行うこと。 

  右決議する。 


